
2015年
10月1日

2016年
10月１日

2017年
10月1日

907円 932円 958円

職種 改訂日同上 改訂日同上 改訂日同上

用務・作業 910円 938円 990円

一般事務 928円 947円 1,000円

保育士 1,021円 1,041円 1,110円

荒
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臨
時
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員

賃
金

東京都最低賃金

改訂日
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弁護士へのご相

談は小島事務所に

ご連絡下さい。

＜連絡先＞

小島和男事務所

℡3891・8884

小島和男携帯電話

090・4361・9202

今
年
一
日
小
に
入
学
予

定
の
父
母
か
ら
、
一
日
に

は
学
童
が
な
く
、
六
日
小

学
童
に
通
っ
て
い
る
が
、

交
通
量
が
多
く
、
繁
華
街

を
通
る
の
で
、
事
故
や
連

れ
去
り
が
心
配
で
す
。
六

日
小
学
童
へ
の
見
守
り
が

不
十
分
で
改
善
す
る
こ
と
。

一
日
小
に
対
応
し
た
し
た

学
童
ク
ラ
ブ
の
設
置
を
要

望
す
る
メ
ー
ル

を
頂
き
ま
し
た
。

２
月
議
会
で
取
り
上
げ
、

見
守
り
は
改
善
。
学
童
は

用
地
確
保
が
困
難
だ
と
す

る
答
弁
。
引
き
続
き
学
童

ク
ラ
ブ
設
置
実
現
に
全
力
。

あ
ら
か
わ
の
シ
ン
グ
ル

マ
ザ
ー
が
月
１
回
み
ん
な

で
集
い
、
お
茶
を
し
な
が

ら
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の

子
育
て
や
く
ら
し
の
情
報

交
換
す
る
場
。
み
ん
な
ど

う
し
て
い
る
の
か
な
？
お

友
達
で
き
る
と
い
い
で
す

ね
。小

さ
な
お
子
さ
ん
同
伴

は
、
託
児
所
あ
り
。
お
土

産
付
（
お
米
な
ど
）
。

第
二
土
曜
日
、
10
時
〜

12
時
ま
で

事
前
に
申
込

み
ま
し
ょ
う
。

今
後
、
シ
ン
グ
ル
フ
ァ

ザ
ー
サ
ロ
ン
も
要
望
が
あ

れ
ば
検
討
し
ま
す
。

問
合
せ
先
：

荒
川
社
会
福
祉
協
議
会

地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
課

住
所
:
荒
川
区
南
千
住

１
‐
13
‐
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日
本
共
産
党
区
議
団

は
、
3
月
13
日
に
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の

高
齢
者
の
最
低
賃
金
確

保
を
求
め
る
左
記
の
申

し
入
れ
を
荒
川
区
に
行

い
ま
し
た
。

年
金
削
減
・
医
療
費

や
介
護
な
ど
の
支
出
が

増
え
続
け
る
な
か
で
、

せ
め
て
シ
ル
バ
ー
で
働

く
最
低
賃
金
を
年
間
通

し
て
上
回
る
配
分
金
に

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

都
の
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
連
合
会
で
も
、

最
低
賃
金
を
下
回
ら
な

い
よ
う
に
各
団
体
に
、

お
願
い
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
。

荒川区社会福祉協議会の取り組み
ひとり暮らし高齢者や障害者で外出しにくい方の

自宅を訪問して、お話をお聞きしています。

ふれあい電話事業は、誰かとお話をしたいと思う

方に毎週2回電話担当者から自宅にお電話をして、

季節の話や健康のことなど身近な話題の話し相手を

して安否の確認をします。また、みんなでお茶を飲

みながらおしゃべりを楽しむ交流会も行っています。

耳が遠くなり、電話でお話しするのが難しいとい

う方には、お宅に訪問し、お話を伺う傾聴ボランティ

アもあります。どちらも無料。お気軽にご利用くだ

さい。高齢者だけではなく誰かとお話したいという

方下記までご連絡を下さい。

問合先：荒川区社会福祉協議会

地域ネットワーク課

☎：03-3802-3338 ＦAX：03-3802-3831

荒川区長西川太一郎殿 2018年3月13日

東京都の最低賃金は、毎年10月に改訂されており、現

在は958円ですが、荒川区がシルバー人材センターに委

託への業務については、一年契約で10月の改訂があって

も半年間そのまま時間単価を据え置いています。

そのため、自転車放置防止940円/時間、学校送迎933

円/時間など最低賃金を割り込んでいます。

シルバー人材センターは「高年齢者の社会参加を進め、

健康と生きがいを創造し、地域社会に活力と連帯を生み

出し、地域福祉の向上に貢献する」ことを基本理念とし

て一般就労と違い、支払いは賃金ではなく「配当金」で

すが、高齢者の暮らし応援と法令順守のために最低賃金

確保の努力が荒川区にも求められています。よって、下

記の事項を申し入れます。

記

１、最低賃金改訂の10月～翌３月末までの最低賃金

を下回って支払われた配分金については、さかの

ぼって改定額を確保して支払うこと。

２、毎年10月の最低賃金改訂額を配分金に遅滞なく

反映させるために、契約期間を6か月とするなど、

常時、最低賃金水準の確保のための契約方法の改

善を検討すること。

日本共産党荒川区議団


